
鳥取市財産区の財産の管理及び処分に関する条例等の一部を改正する条例をここに

公布する。 

令和５年１２月２２日 

 

鳥取市長 深 澤 義 彦 

 

鳥取市条例第３５号 

鳥取市財産区の財産の管理及び処分に関する条例等の一部を改正する条 

例 

 （鳥取市財産区の財産の管理及び処分に関する条例の一部改正） 

第１条 鳥取市財産区の財産の管理及び処分に関する条例（平成１６年鳥取市条例第

２５号）の一部を次のように改正する。 

別表福園、畑、 谷の項の次に次のように加える。 

鹿野 ７ 

 （鳥取市特別会計条例の一部改正） 

第２条 鳥取市特別会計条例（昭和３９年鳥取市条例第２４号）の一部を次のように

改正する。 

第１条中第９号を削り、第１０号を第９号とし、第１１号から第１４号までを１

号ずつ繰り上げる。 

 （鳥取市財産区基金条例の一部改正） 

第３条 鳥取市財産区基金条例（平成１７年鳥取市条例第７号）の一部を次のように

改正する。 



第１条中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰り下げ、第１

号の次に次の１号を加える。 

⑵ 鳥取市鹿野町鹿野財産区基金 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第３条の規定は、公布の日

から施行する。 

 


